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敬
老
会
の
開
催
に
つ
い
て

　

町
で
は
、
高
齢
者
の
方
々
を
対

象
に
、
長
年
に
わ
た
り
地
域
社
会

の
発
展
に
貢
献
さ
れ
た
ご
労
苦
を

た
た
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
長
寿

を
祝
福
す
る
た
め
、「
敬
老
会
」

を
開
催
し
ま
す
。

　

当
日
は
歌
謡
曲
シ
ョ
ー
の
ア
ト

ラ
ク
シ
ョ
ン
を
予
定
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
た
く
さ
ん
の
方
の
参
加

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

■
日
時

　

９
月
16
日（
土
）

　

午
前
10
時
か
ら

■
会
場

　

総
合
体
育
館

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
課
町
民
係
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新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ

い
て

　

令
和
５
年
度
の
新
型
コ
ロ
ナ
ワ

ク
チ
ン
接
種
は
、春
開
始
接
種（
初

回
接
種
を
終
了
し
た
65
歳
以
上
の

方
等
）を
８
月
末
で
終
了
し
ま
し
た
。

　

秋
開
始
接
種
（
初
回
接
種
を
終

了
し
た
全
て
の
方
）
は
、
９
月
下

旬
以
降
か
ら
開
始
す
る
予
定
で
す
。

詳
し
く
は
、
接
種
の
案
内
や
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
に
よ
り
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

�

福
祉
課
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

専
用
電
話
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令
和
５
年
住
宅
・
土
地
統
計
調
査

の
お
知
ら
せ

　

10
月
１
日
か
ら
「
令
和
５
年
住

宅
・
土
地
統
計
調
査
」
を
実
施
し

ま
す
。

　

住
生
活
に
関
す
る
最
も
重
要
な

調
査
で
、
今
回
の
調
査
で
は
空
き

家
の
状
況
な
ど
を
把
握
す
る
こ
と

を
主
な
狙
い
と
し
て
い
ま
す
。

　

調
査
を
お
願
い
す
る
世
帯
に
は
、

９
月
下
旬
か
ら
調
査
員
が
調
査
書

類
の
配
布
に
伺
い
ま
す
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
の
ほ
か
、

紙
の
調
査
票
を
郵
送
ま
た
は
調
査

員
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
回
答

で
き
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
調
査
で
は
、
便
利

な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
を
お
す

す
め
し
て
い
ま
す
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
・
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
に
も
対
応

し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

企
画
課
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消
火
栓
の
点
検
に
つ
い
て

　

消
火
栓
の
点
検
を
次
の
と
お
り

実
施
し
ま
す
。

　

点
検
の
際
、
水
道
水
が
多
少
濁

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
皆
様

の
ご
理
解
の
程
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
致
し
ま
す
。

　

な
お
、
実
施
当
日
は
事
前
に
消

防
車
等
で
皆
様
に
お
知
ら
せ
致
し

ま
す
。

■
日
　
時

　

９
月
25
日（
月
）～

　

10
月
６
日（
金
）ま
で

　

午
前
８
時
30
分
～
正
午
ま
で

�
（
土
・
日
・
祝
日
は
実
施
し
ま
せ
ん
）

■
範
　
囲

　

千
軒
地
区
を
除
く
全
町

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

福
島
消
防
署　
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厚
沢
部
町
で
肝
が
ん
検
診
を
実
施

し
ま
す

　

疾
患
の
有
無
に
よ
ら
ず
、
肝
臓

が
気
に
な
る
方
で
あ
れ
ば
ど
な
た

で
も
受
診
可
能
で
す
。

　

肝
臓
専
門
医
・
臨
床
検
査
技
師
・

看
護
師
・
事
務
員
等
で
構
成
す
る

ス
タ
ッ
フ
に
よ
り
血
液
検
査
・
腹

部
エ
コ
ー
検
査
・
肝
臓
専
門
医
に

よ
る
療
養
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

■
日
時

　

10
月
21
日（
土
）

　

�

午
前
８
時
～
正
午
（
人
数
に
よ

り
変
更
）

■
開
催
場
所

　

厚
沢
部
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

厚
沢
部
町
新
町
１
８
１

－６

■
検
診
費
用

　

６
，
０
０
０
円
（
税
込
）

■
受
付
期
間

　

９
月
21
日（
木
）～

　

10
月
５
日（
木
）ま
で

■
申
し
込
み
先

　

肝
が
ん
検
診
団　

事

務
局
直
通

　

☎
０
１
１

－

７
２
８

－１
０
０
８

あ
な
た
が
書
い
た
遺
言

書
を
法
務
局
が
お
預
か

り
し
ま
す
！

　

法
務
局
で
は
、
ご
自

身
で
書
い
た
大
切
な
遺

言
書
を
お
預
か
り
す
る

自
筆
証
書
遺
言
書
保

管
制
度
を
取
り
扱
っ
て

い
ま
す
。（
遺
言
書
の

保
管
の
申
請
に
は
３
，

９
０
０
円
が
か
か
り
ま

す
。）

　

こ
の
制
度
を
利
用
さ
れ
る
と
、

法
務
局
が
遺
言
書
を
厳
重
に
保
管

す
る
の
で
、
紛
失
や
改
ざ
ん
の
お

そ
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
遺
言
者
本
人
が
死
亡
し

た
後
、
家
庭
裁
判
所
で
の
検
認
手
続

き
が
不
要
で
あ
る
ほ
か
、
遺
言
者
が

あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
方
に
、
法
務

局
が
遺
言
書
を
保
管
し
て
い
る
こ

と
を
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
手
続
き
に
は
予
約
が
必
要
で
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

函
館
地
方
法
務
局
供
託
課
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